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１　はじめに

　教育を立て直すために、いま根本から鍛え直すべき

概念が２つあるように思う。「自由」と「個人」である。

教育の場で起きている混乱の多くは、この足場が揺ら

ぎ、またこれらと切れたところで議論が行われている

ために生じているように思われる。

　本稿は、これら膨大な蓄積のある概念について、近

年語られている事柄の中から、私の力の及ぶ範囲で、

とりあえずの論点整理を試みたものである。ほとんど

が所謂専門外の議論となり甚だ心もとないが、教育に

関わる者として避けて通ることはできないと思う。

		なお本稿は、全国大学国語教育学会（2009.5.30）

におけるパネルディスカッション「戦後民間教育運動

と国語科教育研究」での発表「『青春』としての民間

教育運動から『若者文化』としての民間教育運動へ」（髙

木 2009.9）の問題意識を発展させたものでもある。

２　「自由」について

　近代日本の教育において、人々の勉学の根本動機を

支えてきたのは「自由」という概念だった。明治５年

（1872）の「学制」以降、種々の問題を抱えながらも、

全ての子どもに等しく教育を受けさせ、職業選択等の

自由度を高めることによって、多くの人々の心を勉学

に向けさせてきた。

　だが皮肉なことに、高度経済成長を経て「自由」が

ほぼ実現されたかのように見えたまさにその瞬間、子

どもや若者は「なぜ勉強するのか」が分からなくなっ

てしまった。より「自由」でありたいという願いが勉

学を支えてきたのだとすれば、当然とも言える。

　このことに関わって、哲学者の竹田青嗣（2009.7）

が紹介している西研の講演は示唆的だ。そこでの課題

は「このごろの学校教育は、先生も生徒も『なぜ勉強

するのか』のモチーフを見失っていて、教えられる方

も、『なぜ学ばなくてはいけないか』、『なぜ教育とい

うものを受けないといけないのか』を理解できないし、

教える方も、それをきちんと生徒に説明できない」と

いうことだった（竹田は「ふつうに考えれば、勉強す

るのは、まさに『生き方を選ぶ自由』を得るため」だが、

それが「動機として生きていない」と言う）。これを

受けて西は、近代市民社会の原理を描き出したと言わ

れるヘーゲルの『法の哲学』（1821）をもとに、自由

になる「三つの基本条件」、すなわち「自由な意志によっ

て結合された家庭」、「自分の意志による職業選択」、「国

家の一員となること」を提示する。簡単に言えば「自

由恋愛」「自由職業」「社会的承認」ということだが、

これらが、日本では 1960 年代から 70 年代にほぼ達

成され、「教育というものを支える動機の衰退の大き

な理由になっている」と言う。

　この西の言葉を受けて竹田は、「現代社会はわれわ

れの『自由の条件』がどこにあるのか、誰にもよく見

えなくなっている時代です。何が『自由』なのかもよ

くわからず、どこに生きる意味があるのかも、うまく

見えない。ただ『一般欲望』だけが、われわれの生の

意欲を、あいまいな仕方で誘っているのです」。しかし、

二十歳前後は「自分をも一度理解しなおす時期」で、

「近代社会は、自分で自分の『自由』を “選びとる” だ

けではなく、	“作り直す” 社会」で、そうする以外に「自

分がいかに生きるかという、自らの『意志』をつかむ

ことはできない」と述べる。

　この指摘は種々のことを連想させる。たとえば、刈

谷剛彦（1995.6）が言う「徹底したメリトクラシー

を大衆社会レベルで実現した」「大衆教育社会」の実

現も 1970 年代であったし、竹内洋（2003.7）が「日

本の高等教育は（略）六四年ないし六九年にエリート

段階は終わり、マス段階」を迎え、「ただのサラリー

マン予備軍（大学生　引用者注）には専門知や教養知」
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は必要なくなったとしたのも 70 年代。評論家の三浦

雅士（2001）が「産業資本主義と軌を一にして全世

界に浸透していった」「青年および青春」が「教養」

とともに、1960 年代に「最後の炎を吹き上げ、燃え

尽き」、「青年」は「若者」に、「教養」は「知」に「ほ

とんど一挙に置き換えられてゆく」としたのも 70 年

代だ。

　高度経済成長を経て、私たちの前には自由の条件が

揃った。だがまさにその時、何かが終焉を迎え、私た

ちは何かを失った。その喪失の中心にあったものが「自

由」を希求する心、そう考えると分かりやすい。

　ところで、社会学者の見田宗介（1995.4）は、戦

後社会の変容を次のように説明している。1945 年か

ら 60 年頃までは「人びとが〈理想〉に生きようとした」

「『理想』の時代」、1960 年から 70 年代前半までは「人

びとが〈夢〉に生きようとした」「夢の時代」、1970

年代中葉から 90 年までは「人びとが〈虚構〉に生き

ようとした」「虚構の時代」。詳細は省くが、二つの青

年たちの反乱では「理想」や「夢」が追い求められた

が、挫折の後は、たとえば映画『家族ゲーム』（1983

年　森田芳光監督）における「関係の、最も基底の部

分自体が、虚構として感覚される」ような、あるいは

東京ディズニーランド（1983 年開園）に象徴される

「虚構」の空間に人々が吸い寄せられていく。

　この説明を受けて、社会学者の大澤真幸は『虚構の

時代の果て—オウムと世界最終戦争』（1996.6）にお

いて、「夢」という語には「理想」と「虚構」の「二重性」

があるとして、見田の３段階説「理想→夢→虚構」を

２段階「理想→虚構」に修正した。その上で、日本は、

70 年前後に「人々が理想との関係において現実を秩

序だてていた段階から、虚構との関係において現実を

秩序だてる段階へと転換」した。そしてその典型がオ

ウム真理教だったと説いた。

　さらに大澤は『戦後の思想空間』（1998.7）で次の

ように述べる。「理想の時代」とは「『欠如』を覚える

時代」であり、70 年代以降の「虚構の時代」は「欠

如とは無縁な過剰な快楽を肯定」する時代である。そ

してこれに続く 90 年代は「何も欠如していないこと

に欠如感を覚え」、「欠如がまさに不在であるというこ

とに、欠如を覚える段階」に達した、と。

　「理想の時代」あるいは「欠如」の時代とは、社会的、

経済的に、より「自由」であることを希求する時代で

あったと言い換えられよう。だとするなら、金融崩壊

（2009 年）はあったものの、90 年代から今日に至る

まで地続きの、基本的には「欠如がまさに不在である

ということに欠如を覚える」という感覚は、勉学を支

えるはずの「自由」を希求する心性を人々から奪い続

けてきたことになる。あるいはまた、金融崩壊後は（あ

るいはそれ以前からのグローバルな競争社会におい

て）、深刻な「欠如」を覚えているはずの社会的層が、

回復しようのない格差に「自由」を希求するどころか、

ただ呆然としている状況とも言えよう。

　当然そこでは、熱い「青春」も、理想を追う「青年」も、

そして「自由」を勝ち取るために闘ってきた青年を支

えた「教養」も、過去の幻となっていった。1970 年

以降をポストモダンと呼ぶことが多いが、社会思想史

の研究者・仲正昌樹（2003.9）は「『ポスト・モダン』

状況とは、そうした『自由な主体間の普遍的合意』が

綻びを見せ、実はフィクションであったことが、徐々

に露呈されつつある状態」だとしている。

　そうした時代であるからこそ、であろう。近年、仲

正を始め、「自由」の意味を問い直す著作が多数刊行

されている。本稿は、それら全てにわたって論じる力

はもたないが、その中から、ポストモダン状況下にあっ

て、注目を集め続けてきた批評家のひとり東浩紀の情

報化社会に関する議論を取り上げてみたい。

　東はその著『動物化するポストモダン　オタクから

見た日本社会』（2001.11）において、「オタク系文化」

の分析を通し、95 年以降の時代状況を、フランスの

哲学者コジェーヴの用語を借りて「動物の時代」と呼

んだ。「動物」は、人間の「間主観的な欲望」とは違

い、「他者の介在なしに、瞬時に機械的に満た」され

る「欲求」をもつ。したがってここで人が「動物にな

る」とは、「マニュアル化され、メディア化され、流

通管理が行き届いた現在の消費社会において」、与え

られた物によって瞬時に欠乏を満たし満足することを

言う。それは、「大きな物語」から切り離されたキャ

ラクターのデータベースに「萌え要素」を見つけて組

み合わせることで欲求を満たそうとするオタクたちの

心性に通底する。「近代からポストモダンへの流れの

なかで、（略）日本のオタクたちは、七〇年代に大き

な物語を失い、八〇年代にその失われた大きな物語を

捏造する段階（物語消費）を迎え、続く九〇年代、そ

の捏造の必要性すら放棄し、単純にデータベースを欲
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望する段階（データベース消費）を迎えた」。そして

そこで生まれた新たな人間を、東は「データベース的

動物」と名づける。

　ここで「自由」という観点から大事なのは、以下の

点であろう。まず、マルクス主義など「大きな物語」

とは、基本的に「自由」を希求する心性に支えられて

きた。したがって、オタクに象徴される「大きな物語」

への欲望を喪失した心性は、「自由」を希求する欲望

をも衰弱させていることを意味する。これは先ほどま

での議論に通じる点だ。

　だが大事なのはそれだけではない。すなわち「マニュ

アル化され、メディア化され、流通管理が行き届いた

現在の消費社会」にしても、「データベース」にして

も、それらは予め用意されたものだ。換言すれば、イ

ンターネットなどを通して個々の顧客にカスタマイズ

された（データベース化された）商品あるいは世界と、

それをただ受け入るだけの主体に、果たして、どれほ

どの「自由」があるのか、という問題である。

　この点に関わって、東が「情報自由論」（『情報環境

論集』所収）（2007.8）の中で論じた、ゾーニングとフィ

ルタリングの問題は示唆的だ。「ゾーニングとは、ユー

ザーの資格に応じてネットを区分する方式である。成

人 ID をもつユーザーはアダルトサイトにアクセスで

きるが、もたないユーザーはアクセスできない」といっ

たものである。これに対し「フィルタリングとは、言

論の特性に応じてネットを区分する方式である。この

サイトは何点、あのサイトは何点、と内容に応じて特

殊な採点（ラベリングあるいはレイティング）を施し、

ユーザーの要求に応じて特定の点数のサイトだけを配

信するシステム」だという。その上で東は後者の方が

より危険であることを次のように説明する。「ゾーニ

ングにおいては、ユーザーはまず、あるサイトへのア

クセスを試み、つぎに自らの ID が原因で拒絶される。

したがってその拒絶の理由を問うことができる。（略）

対して、フィルタリングにおいては、ブロックされた

サイトは最初から環境内に存在しないので、ユーザー

がそのサイトにアクセスを試みることはない。した

がって、ゾーニングと異なり、規制の存在そのものを

意識させないようにすることができる」。

　ゾーニングは、そのサイトに入れないという意味で

「自由」を奪われているが、フィルタリングは、入れ

ないサイトがあるということ自体に気付かせない。換

言すれば、「自由」が奪われていることすら気がつか

ず「自由」が奪わる、というわけだ。ここで東が挙げ

ている例は私にはまだ実感できないことなので触れな

いが、たとえば、Amazon.com.jp なども、多少はそう

した「フィルタリング」効果があるように思われる。

利用者の趣味に応じて、商品情報が利用者の手元に届

く極めて便利なシステムだが、その届いた情報は、予

め選別されたもので、利用者が主体的に働きかけなけ

れば、送信されてくる情報で形づくられる世界は狭く

固定的なものになる。送信されてくる情報以外で構成

される世界は存在しないに等しい。仮にそうした与え

られた情報だけで満足する者があるとすれば、それは

先に触れた「動物化」した存在であり、そこに主体的

な自由はない（ということにすら気がつかない）。

　むろん杞憂に過ぎないならばそれでよいが、情報化

社会の「便利さ」の代償として、私たちは大事なもの

を失う危険性があることは自覚しておくべきだ。

　いずれにしろ、教育の根本動機を支えてきた「自由」

というものが、かつてのように機能しなくなった状況

にあることは確かなようだ。「自由」の概念を鍛え直し、

いま必要な「自由」とは何かを考え直すことは、教育

の今後を考える上で、極めて重要な課題となろう。

３　「個人」について

　そしてそのためにも、勉学の主体である「個人」と

いう概念についても鍛え直しが求められる。「個人」

とは、近代に於いて「自由」との関わりから社会的に

構成されてきた単位と考えられるが、それが今、「自由」

とともに劣化してきている。たとえば、「個人」が「自

由」であることと、「自分勝手」であることとは違う

はずだが、その差異の認識が危うい。

　西研との対談『考えあう技術　—教育と社会を哲学

する』（2005.3）で刈谷剛彦はその点を突いて以下の

ように言う。「かつての追いつけ追い越せ時代の世界

像（「大きな物語」に相当する　—引用者注）はクリ

アでわかりやすかった。それが終わったときに、もう

一度世界像の話をしないといけなかった。今度はこう

いう世界像をつくりだしたから、それに向けて学校へ

行くことの意味をもう一度つくり直すのだと。／とこ

ろが、世界像の話に行かないまま、あるいはそのこと

を自覚的にとらえ直さないまま、個人のところだけで

学校へ行くことの意味をつくり出そうとした。それが
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ぼくの解釈する九〇年代です。これをやると学校の先

生にとってもなかなか苦しいし、社会にとっても難し

い。というのは一人ひとりにとってはある程度豊かさ

というものが享受できてしまっているわけだから、欠

乏の欲求から『学ぶこと』には結びつかない」と。

　これは、先の本論で述べたことと符合する。すなわ

ち、誰もが豊かさを享受できるようになり、「欠乏」

＝「欠如」を背景にした「理想の時代」＝「自由を希

求する時代」が終焉を告げるとともに、「学ぶこと」

＝「勉学」への動機も失われていった、ということだ。

　そこで刈谷は「個人」について再考を促す。「ぼく

としては『個人』と『自己』を区別して『個人』の能

力を高めるという話を具体的に教育の理論のなかに持

ち込みたいと思います。／これまでの教育の議論で

は、社会の一単位としての『個人』と、『自己（個性）』

とが分節化されないまま論じられてきた。（略）『個性

イコール個人』みたいになってしまった」。「一人ひと

りを大切にする教育をやれば、互いに大切にしあう個

人が育成できる、みたいな話になってしまった。（略）

どうやったら自由を担いうる個人を鍛え上げられる

か。その議論が欠けている」。

　刈谷が言うように、80 年代以降の「個性重視」の

教育は、社会的単位としての「個人」ではなく、豊か

さの中で「自己」実現のみを夢見る「自分」を肥大化

させすぎた面はなかったか。そこでは社会と切れたと

ころで「自己」の充足のみを図ろうとする者を多数生

み出した。先の文脈に埋め戻すなら、多様なメニュー

を与えられ、豊かな消費生活を享受できれば満足でき、

他者との関わりもいらず、政治的、社会的な発言や行

動に興味のない「動物化」した者たちの群れの出現。

むろん彼らの中には、そうした現実に違和感を覚えて

「自分探し」を続ける者もいるが、彼らの多くもまた

社会と切れたところで、本当の「自分」を探し続ける

という点で、先の者たちと同じだ。オウム真理教など

は、そうした地点に胚胎した。

　ではどのようにして「自己」と「個人」を区別し、

「個人」を立て直せばよいのか。その出発点となる考

え方は次の議論の中にあるように思う。東浩紀は大澤

真幸との対談『自由を考える　9.11 以降の現代思想』

（2003.4）で次のように言う。「人間には重要なこと

が二つあって、まずひとつは、所与の条件	−	僕が男

性で日本人で一九七一年に東京で生まれて…といった

条件	−	を引き受けるということです。（略）しかし

もうひとつ大事なこととして、その条件を人と取り替

えることができると思う必要がある。その交換可能性

の想像力が働かないと、社会の前提となる共感が生じ

ない。所与の条件を引き受けたうえで、僕は彼であっ

たかもしれない、私は彼女であったかもしれないとい

う想像力を働かせるということです」。対談相手の大

澤は、この他者でもあり得た、つまり存在のもつ偶然

性を「根源的偶有性」とし、「この根源的偶有性とい

うことを基本的な原理として、自由とか責任というこ

とを、抜本的に構想し直すことができる」と述べる。

　この指摘を先の文脈に埋め戻すなら、所与の条件と

しての「自己」「自分」「個性」を引き受け、そこに立

脚するとともに、そこから「自己」が「他者」でもあ

りえたという「交換可能性」への「想像力」を働かせ

る。その先に「自己」に立脚しつつも「自己」に止ま

らない「個人」の領域というものが開けてくる。そう

考えることができる。

　だがこれは必ずしも新しい考え方とは言えないので

はないか。たとえば、先にも触れたヘーゲルの『法の

哲学』（1821）には次のような一節がある。「特殊的
4 4 4

人格として自分が自分にとって目的であるところの具

体的人格が、もろもろの欲求のかたまりとして、また

自然必然性と恣意との混合したものとして、市民社会

の一方の原理
4 4 4 4 4

である。−ところが特殊的人格は、本質

的に他人のこのような特殊性と関連
4 4

している。した

がってどの特殊的人格も、他の特殊的人格を通じて、

そしてそれと同時に、まったく普遍性
4 4 4

の形式というも
4

う一方の原理
4 4 4 4 4 4

によって媒介された
4 4 4 4 4

ものとしてだけ、お

のれを貫徹し満足させるのである（§182）」（傍点は

原文）。ここでいう「特殊的人格」「具体的人格」とは、

おそらくは先の「所与の条件」としての「自己」「自分」

「個性」に、「普遍性の形式」は「個人」に、それぞれ

相当するであろうと考えられる。もしそうであるなら、

大澤らの議論は確かに重要ではあるが、それは近代の

初期において既に見通されていた「個人」という考え

方を確認するだけで、その鍛え直し
4 4 4 4

に至る道筋は見え

て来ない。理屈としては分かっても、そうは振る舞え

ないというのが現状だったはずだ。

　さらにまた、東（2007.8）が指摘する情報化社会

に胚胎する「個人」の危機にも目を向けておく必要が

ある。今日進行しつつあるユビキタス社会を、東は、
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フーコーとドゥルーズの用語を援用して、「環境管理

社会」と呼んでいる。これは、近代が「規律訓練型権力」

による社会であったことに対比させた呼び方だ。近代

では「規律訓練型権力」によって主体に規範（大きな

物語）を内面化することで秩序維持が図られてきた。

だがポストモダンにおいては、中心のない「環境管理

型権力」によって、あらゆる環境を通して、個人から

情報を剥奪し、それをもとに相互監視し、秩序（セキュ

リティ）を維持しようとする。それは一見、秩序を保

ち「自由」を保障するように見えるが、個人の情報が

知らないうちに（ネットで、駅で、コンビニで、街角

で）剥ぎ取られる社会において、果して「個人」はど

れほど「自由」な「個人」であり得るのか、という問

題を生む。

　だがここで「個人」との関係において、より深刻な

事態として想定されるのは次のような局面だ。アメリ

カの政治哲学者で、正義や公正が論じられる際に、し

ばしば引用されるジョン・ロールズに「無知のヴェー

ル」という考え方がある。ロールズ（1979）は「無

知のヴェールによって、誰も、どの社会階級に属する

かとかどの程度の資産をもっているかという偶然的な

事情によって、利益を得たり不利益をこうむったりす

ることがなくなる」と言う。東（2007）の言葉を借

りるなら「人間は、たがいの財産や能力について十分

な情報を持たないからこそ、自分にとって不利になる

かもしれない原理に同意することができる」わけだ。

だが個人情報が全てさらされかねないユビキタス社会

＝「環境管理型社会」では、他者についての「無知の

ヴェール」が引き上げられ、相互に利害がむき出しと

なって、社会的に公正な判断ができなくなる危険性が

高くなる。東はここで専ら「自由」を論じているが、

当然それは「個人」の問題にも跳ね返ってくる。「自分」

の利害がむき出しになってしまえば、他者への「想像

力」は働かず、人が「個人」となるために必要な「交

換可能性」や「根源的偶有性」などは作動しにくくな

る。ユビキタス社会		＝「環境管理型社会」は、「個人」

を再建する上でも危険な面をもつのだ。

　さてもしそうであるなら、そんな社会にあって「個

人」という概念を鍛え直すことは可能なのか。むろん

それは容易ではない。だが、ハンナ・アーレントが『人

間の条件』（1994）で示した枠組みは、その足がかり

となる可能性がある。最後にその点を見てみたい。

　アーレントは、「人間の条件」を「労働」「仕事」「活

動」の３つからなる〈活動的生活〉により定義した。「労

働 labor とは、人間の肉体の生物学的過程に対応する

活動力である。（略）／仕事 work とは、人間存在の非

自然性に対する活動力である。（略）仕事は、すべて

の自然環境と際立って異なる物の『人工的』世界を作

り出す。（略）活動 action とは、物あるいは事柄の介

入なしに直接人と人との間で行われる唯一の活動力で

あり、多数性という人間の条件（略）に対応している。

（略）この多数性こそ、全政治生活の条件であり、そ

の必要条件であるばかりか、最大の条件である」。こ

の考え方を仲正昌樹（2003.9）は次のように解説する。

「『労働』というのは、自らの生物学的生命を維持する

ために身体を動かして食物などを獲得することを指し

ており、これは他の動物と共通している。『仕事』と

いうのは、自然に対して能動的に働きかけて、人為的

に新しい ” もの ”（家具や機械、芸術作品など。仲正

（2009.5））を作り出す能力であり、（略）『仕事』を

通して人工的な世界を作り出す営みは、人間の振る舞

いとしてある程度普遍的に認められる現象であるが、

（略）『活動』は、『ポリス』という特殊な空間の中で

始めて可能になった。この『活動』こそが、最も『人

間らしい』営みである」。そしてこの「活動」とは「物

理的な暴力ではなく、言論や説得によって『他者』に

対して働きかける能力」であり、より具体的に言うな

ら、「多数性」を前提とした「政治的」な営みである。

　アーレントが提示したこの「人間の条件」は、奴隷

制を背景にして可能であった古代ギリシアのポリスを

踏まえていることなど、そのまま現代の「個人」の姿

に重ね合わせることはできない。仲正（2003.9）も

言うように「アーレントは、ポリスの善し悪しを言っ

ているのではなく、ポリスが『人間』としての『我々』

の起源になっている、という歴史的問題」を語ってい

るのだろう。

　だが、「人間」というものをその行為の質あるいは場、

すなわち「労働」「仕事」「活動」から構成的に捉える

という発想（名称は問題ではない）は、「個人」とい

う存在をどう理解し、またそのような「個人」をいか

に育てるかを考えるときの参考になる。

　いま仮にアーレントのいう「人間」＝「個人」だと

しよう。そうすると、「動物化するポストモダン」的

状況下における人は、「自己」の充足のみに関心をも
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ち、アーレントの言う「労働」や「仕事」の領域に関

心を集中させていること、換言すると「労働」と「仕事」

の領域での「自由」ばかり求め（先に見たようにそれ

が本当に自由たり得るかという問題もあるが）、公的

な場での「活動」への意欲を著しく減退させているこ

と、つまり政治的な場での「自由」を希求する心を著

しく弱らせた存在である、と説明できる。また「活動」

は、一人でも可能な「労働」や「仕事」と違い、多様

な他者とのコミュニケーションを前提とした領域だ

が、そこに無関心であるということは、東らが言う「交

換可能性」や「根源的偶有性」などは、そもそも想定

の埒外にある存在だとも説明できる。アーレントの枠

組みを参考にすることで、あるべき「個人」と現にあ

る個人の差異が見えやすくなるように思う。

　そしてこのことは教育内容を考える上で幾つかの示

唆を与える。たとえば道徳や心情の問題と考えられが

ちな「思いやり」や芸術系教科に閉じ込められがち

な「想像力」育成の問題を社会認識上の知的問題とし

てもっと前面に出すこと。また、教科に押し込められ

てバラバラにされ、認知的発達を踏まえた系統の一覧

として示される知識や技能を、「労働」「仕事」「活動」

などの観点（あくまでも仮）から横断的に見渡し、そ

の学習意義を明確にすること（これは教科不要論では

なく、教科という縦軸だけでなく横軸からの意味づけ

も必要ということ）。またここでいう教育に家庭や地

域での教育なども含むとすれば、たとえば「労働」（自

らの生物学的生命を維持するために身体を動かして食

物などを獲得することを）のためには、現代社会にお

いて、どんな知識や技能が必要で、そのうち何を家庭

や地域で教え、何を学校で学ばせるか、といった教育

内容の仕分けの視点も得やすくなるように思われる。

		以上が極めて粗雑な整理であることは承知している

が、アーレント的な発想の中に、「自由」とともに、

あるべき「個人」の姿とその育成のための具体的な方

途を探る一つの視点が隠されているように思われる。

４　おわりに

　教科教育学の研究としての精緻さは、ここ 20 ～

30年で格段の進歩を遂げた。しかしながらそれは、「自

由」とは何か、「個人」とは何か、といった議論から

切り離されたところでの進歩ではなかったかと思う。

特に 80 年代以降である。そして教科教育の方法論は

時流に即応するだけの単なるアプリケーションに堕し

た観がある。つまり、教科教育におけるポスト・モダ

ンであり、一種の「動物化」である。

　本稿は、そうした状況に対する問題意識から論点整

理を試みたが、触れることの出来なかった文献、問題

も少なくない。それらについては他日を期したい。
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